
 

 

様 式 第 １ 号 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

 

深 谷 市 教 育 委 員 会 後 援 名 義 使 用 承 認 申 請 書 兼 誓 約 書  

 

年  月  日    

 

 深 谷 市 教 育 委 員 会 教 育 長  宛 て  

 

郵 便 番 号  

住 所                   

フ リ ガ ナ  

申 請 者  団 体 名 （ 個 人 名 ）            

フ リ ガ ナ             

代 表 者 名              

電 話 番 号              

 

  

 下 記 の と お り 事 業 を 実 施 す る に あ た り 、 後 援 の 名 義 使 用 の 承 認 を 受 け

た い の で 、 関 係 書 類 を 添 え て 、 申 請 し ま す 。  

な お 、 当 該 申 請 の 承 認 が 決 定 し た 後 は 、 遵 守 事 項 を 遵 守 す る こ と を 誓

約 し 、 こ の 誓 約 に 違 反 し た と 深 谷 市 教 育 委 員 会 が 判 断 す る 場 合 に は 、 後

援 名 義 使 用 等 の 承 認 を 取 り 消 さ れ て も 異 議 あ り ま せ ん 。  

ま た 、 こ れ に よ り 不 利 益 が 生 じ て も 市 に 責 任 を 求 め る こ と は し ま せ ん 。 

 

記  

１  事 業 の 名 称  
 

 

２  事 業 の 目 的  
 

 

３  後 援 を 必 要 と

す る 理 由  
 

４  実 施 日 時  
 

 

５  実 施 会 場  
 

 

６  事 業 の 内 容  

 

 

 

７  入 場 料 等  
有  

無  

８  対 象 者  
主 な 対 象 者  

参 加 予 定 人 数          人  

９  添 付 書 類  

（ １ ） 事 業 計 画 書  

（ ２ ） 定 款 、 会 則 そ の 他 の 主 催 者 等 の 概 要 を 示 す

書 類  

（ ３ ） 収 支 予 算 書  

（ ４ ） そ の 他 （          ）  

※ 裏 面 に 続 く  



 

 

１ ０  遵 守 事 項  

確 認 の 上 、 □ に チ ェ ッ ク を 入 れ て く だ さ い 。  

 

□  申 請 す る 事 業 は 、 法 令 等 又 は 公 序 良 俗 に 反 し 、

又 は 反 す る お そ れ が あ る も の で は あ り ま せ ん 。  

□  申 請 す る 事 業 は 、 政 治 的 又 は 宗 教 的 な 内 容 を 含

む も の で は あ り ま せ ん 。  

□  申 請 す る 事 業 は 、 私 的 営 利 又 は 商 業 宣 伝 を 目 的

と す る も の で は あ り ま せ ん 。  

□  申 請 す る 事 業 は 、 参 加 者 等 に 寄 附 、 援 助 等 を 強

要 す る も の で は あ り ま せ ん 。  

□  申 請 す る 事 業 は 、 会 員 等 の 勧 誘 を 目 的 と す る も

の で は あ り ま せ ん 。  

□  申 請 す る 事 業 は 、 集 団 的 又 は 常 習 的 に 暴 力 的 不

法 行 為 を 行 う お そ れ の あ る 組 織 の 関 与 が 認 め ら れ

る も の で は あ り ま せ ん 。  

 


